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家庭での食中毒予防
安全教育推進期間



食中毒予防の原則
細菌性食中毒予防の３原則
食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。
細菌による食中毒を予防するためには、
・ 細菌を食べ物に「つけない」
・ 食べ物に付着した細菌を「増やさない」
・ 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」

という３つのことが原則となります。

ウイルス性食中毒予防の４原則
ウイルスの場合は、食品中では増えないので、「増やさない」は、当てはまりません。ウイルスは、ごく
わずかな汚染によって食中毒を起こしてしまいます。
ウイルスを食品に「つけない」を確実に実行するためには、調理者はもちろんのこと、調理器具、調理
環境などの調理場全体がウイルスに汚染されていないことがきわめて重要になります。そのようなウイル
スに汚染されていない調理環境をつくるには、調理場内にウイルスを「持ち込まない」、仮に持ち込んだ
としても、それを「ひろげない」ことが大切です。
ウイルスによる食中毒を予防するためには、
・ ウイルスを調理場内に「持ち込まない」
・ 食べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」
・ 食べ物にウイルスを「つけない」
・ 付着してしまったウイルスを加熱して「やっつける」



食中毒を防ぐ６つのポイント

食中毒というと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭
の食事でも発生していますし、発生する危険性がたくさん潜んでいます。

ただ、家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が１人や２人のことが多いことから風邪や寝冷えな
どと思われがちで、食中毒とは気づかれず重症になったり、死亡する例もあります。









安全衛生教育促進運動は、労働災害防止のために
不可欠な安全衛生教育、とりわけ労働安全衛生法
に基づく教育等を促進するため、平成25年度から、
中央労働災害防止協会（中災防）が主唱し展開し
ている運動です。
厚生労働省の後援のもと、業種別労働災害防止協
会や都道府県労働基準（労務安全衛生）協会（連
合会）等および全国的な安全衛生関係団体が一体
となって展開している運動です。



以上

ご安全に！

暖かくなる この時期！
食中毒に注意しましょう。

安全意識を高め、今年度「ゼロ災」、「０災」
で乗り切ろう。


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8

